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定期監査の結果について（報告） 

 

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による定期監査を実施した

ので、同条第９項の規定により、その結果について下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１  監査の概要 

（１）監 査 委 員  佐 藤 光 俊  吉 田 剛 

（２）監査実施期日  令和２年２月５日（水） 

（３）監査対象機関  産業振興部 水産振興課 

（４）監 査 の 範 囲  令和元年度 水産振興課の事務事業（別表） 

 

 

２  監査の方法 

  水産振興課所管の事務事業について、関係法令及び予算に基づき適正に管理、執

行されているかどうかについて実施した。監査にあたっては、予算の執行状況及び

関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 

 

 

３ 監査の結果 

  提出された書類に基づいて監査を実施した結果、次の点について指摘する。 

 

（１）漁港施設使用料の収入に関する事蹟について 

宗像市漁港管理条例において、神湊漁港新港駐車場の定期利用の使用料は設定さ

れていない。しかし、宗像市神湊渡船ターミナル駐車場条例で定める神湊渡船ター

ミナル駐車場の定期利用の使用料と同額で、神湊漁港新港駐車場の定期利用を許可

しているので、適正に事務処理されたい。 

 

（２）令和元年度水産多面的機能発揮対策事業補助金に関する事蹟について 

水産多面的機能発揮対策事業について、宗像市水産業振興対策事業費補助金交付

要綱に基づき補助金を交付しているが、その補助金の額は国が示した水産多面的機

能発揮対策事業の算定方法により算出している。しかし、同補助金交付要綱と国が

示した水産多面的機能発揮対策事業の補助金の額の算定方法は異なっており、同補

助金交付要綱に基づき水産多面的機能発揮対策事業に対する補助金を交付するこ

とは妥当ではないので、交付方法を検討されたい。 

 

 

 



別表        令和元年度 水産振興課の事務事業（提出書類） 

 

区分 提出帳票台帳・資料の内容 台帳類 資料 

個 

別 

資 

料 

自動車・自転車駐車場使用料の収入に関する事蹟 ○ ○ 

漁港施設使用料の収入に関する事蹟 ○ ○ 

漁港施設占用料の収入に関する事蹟 ○ ○ 

委託料に関する事蹟（別記） ○ ○ 

工事請負費に関する事蹟（別記） ○ ○ 

公有財産購入費に関する事蹟（別記） ○ ○ 

負担金・補助及び交付金に関する事蹟（別記） ○ ○ 

共 

通 

資 

料 

定期監査調書  ○ 

郵便切手等受払簿 ○  

復命書（宿泊を伴うもの） ○ ○ 

時間外勤務命令簿  ○ 

出勤簿  ○ 

 

 

別記 

令和元年度 委託料に関する事蹟 

１ 宗像市水産物販売促進業務委託 

２ 平成 31 年度神湊渡船ターミナル駐車場管理業務委託 

３ 鐘崎地区漁場整備事業調査測量設計業務委託 

４ 平成 31 年度鐘崎、神湊及び地島漁港施設等管理業務委託 

 

令和元年度 工事請負費に関する事蹟 

１ 鐘崎漁港航路浚渫工事 

２ 鐘崎漁港御製広場整備工事 

 

令和元年度 公有財産購入費に関する事蹟 

１ 国有財産売買契約書 

 

令和元年度 負担金・補助及び交付金に関する事蹟 

１ 令和元年度水産多面的機能発揮対策事業補助金 

２ 令和元年度福岡県漁港漁場協会会費 

 


